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令和2年7月15日号
斑鳩町役場

TEL 0745（74）1001
fax 0745（74）1011

http://www.town.ikaruga.nara.jp/
ホームページ :

メールアドレス :
info@town.ikaruga.nara.jp

　掲載しているイベント等の情報
は、7月1日時点の情報です。新型
コロナウイルス感染症の影響に伴う
最新情報は、町ホームページをご確
認いただくか、担当課へお問い合わ
せください。2020
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子
育
て
支
援
講
座

「
子
育
て
世
代
の
マ
ネ
ー
講
座
」

福
祉
子
ど
も
課
（
☎
内
線
１
２
２
）

　
教
育
資
金・
住
宅
資
金
は
い
く
ら
必
要
？

ど
う
準
備
す
れ
ば
い
い
の
？
子
育
て
期
に

は
お
金
の
疑
問
が
い
っ
ぱ
い
。
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
や
教
育
資
金
準
備
の
ポ
イ
ン
ト
、
家

計
管
理
に
つ
い
て
学
べ
ま
す
。
身
近
な
お

金
の
疑
問
を
解
消
し
ま
し
ょ
う
。

日
時
　
８
月
６
日（
木
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
11
時

　
　
　（
受
付
　
午
前
９
時
30
分
〜
）

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
２
階
　
大
会
議
室

講
師
　
近
畿
財
務
局
奈
良
財
務
事
務
所

　
　
　
理
財
課

持
物
　
筆
記
用
具

申
込
　
７
月
30
日（
木
）ま
で
に
福
祉
子
ど

も
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
無
料
託
児
あ
り
）

※

託
児（
生
後
満
５
か
月
〜
）を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
当
日
午
前
９
時
45
分
ま
で

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

催
　
し

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

　
　全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　
　
　
　
　
総
務
課（
☎
内
線
２
７
４
）

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
に
備
え

て
、
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

こ
の
訓
練
は
、全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト※

）を
用
い
た
訓
練
で
、斑
鳩

町
以
外
の
地
域
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を

用
い
て
情
報
伝
達
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

訓
練
実
施
日
時

８
月
５
日（
水
）午
前
11
時
頃

斑
鳩
町
で
の
訓
練
内
容

斑
鳩
町
防
災
情
報
メ
ー
ル
に
登
録
し
て

い
る
人
へ
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
で
受
信
し
た
内

容
（
テ
ス
ト
文
）
を
送
信
し
ま
す
。※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの

緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時
にお伝えするシステムです。

私たちに情報が伝わるまで

市町村
J アラート受信機

携帯電話会社

緊急情報

登録制
メールなど

緊急速報メール
（エリアメール）

住民
国

内閣官房
気象庁

７
月
１
日
か
ら
再
開
し
て
い
ま
す
！

夏
休
み
の
つ
ど
い
の
広
場
の

　
　
　
　
　
　利
用
に
つ
い
て

福
祉
子
ど
も
課
（
☎
内
線
１
２
５
）

つ
ど
い
の
広
場
は
、
保
護
者
と
お
子
さ

ん
が
気
軽
に
つ
ど
い
、
育
児
相
談
な
ど
を

行
え
る
場
と
し
て
開
設
し
て
い
ま
す
。

夏
休
み
期
間
中（
８
月
３
日（
月
）〜
31
日

（
月
））の
火
〜
金
曜
日
は
、
つ
ど
い
の
広
場

の
利
用
対
象
を
、
小
学
校
就
学
前
の
児
童

ま
で
と
し
ま
す
。

開
設
日
時
　

　
月
〜
金
曜
日
お
よ
び
第
４
土
曜
日

　
午
前
９
時
〜
11
時
30
分

　
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
１
階
　
子
育
て
ル
ー
ム

利
用
料
　
無
料（
事
前
申
込
不
要
）

「
出
張
つ
ど
い
の
広
場
」
も
開
催

開
設
日
時
　
第
２
・
４
火
曜
日
　
午
前

　
10
時
〜
午
後
２
時（
祝
休
日
は
除
く
）

場
所
　
法
隆
寺
幼
稚
園

利
用
料
　
無
料（
事
前
申
込
不
要
）

対
象
児
童
　
０
〜
３
歳
の
お
子
さ
ん

※

保
護
者
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い

し
ま
す
。

※

混
雑
時
は
、
入
室
制
限
を
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
福
祉
子
ど
も
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

=健康マイレージポイント対象事業です
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お子さんの健やかな育成と保護者の子育てを支援するため、
令和３年度から町立幼稚園で「預かり保育」をはじめます。

預かり保育を利用できるのは？
　斑鳩町立幼稚園に通っている、または来年の４月から通うお子さんが対象です。

預かり保育の時間は？
　土曜・日曜日、祝日以外の降園時間から午後５時３０分までです。

夏休みなど長いお休みの期間の預かり保育の利用は？
　午前８時３０分から午後５時３０分まで利用できます。冬休み期間の１２月２９日から
１月３日までは利用できません。

預かり保育の利用料は？
　お子さん１人につき１日３００円です。生活保護世帯、住民税非課税世帯、多子世帯
などのお子さんは利用料の減免が受けられます。
また、保護者が仕事（１か月４８時間以上の就労）や病気、出産、家族の介護など
で家庭での保育ができないと認められる場合、利用料はかかりません。※　
※幼児教育・保育の無償化の限度額（月額１１，３００円）内のため

預かり保育の定員は？
　各幼稚園６０人です。
　・保護者の仕事などの理由で
　　利用する園児：４０人
　・私的理由など一時的な理由で
　　利用する園児：２０人

預かり保育を利用できるのは？
　斑鳩町立幼稚園に通っている、または来年の４月から通うお子さんが対象です。

預かり保育の時間は？
　土曜・日曜日、祝日以外の降園時間から午後５時３０分までです。

夏休みなど長いお休みの期間の預かり保育の利用は？
　午前８時３０分から午後５時３０分まで利用できます。冬休み期間の１２月２９日から
１月３日までは利用できません。

預かり保育の利用料は？
　お子さん１人につき１日３００円です。生活保護世帯、住民税非課税世帯、多子世帯
などのお子さんは利用料の減免が受けられます。
また、保護者が仕事（１か月４８時間以上の就労）や病気、出産、家族の介護など
で家庭での保育ができないと認められる場合、利用料はかかりません。※　
※幼児教育・保育の無償化の限度額（月額１１，３００円）内のため

預かり保育の定員は？
　各幼稚園６０人です。
　・保護者の仕事などの理由で
　　利用する園児：４０人
　・私的理由など一時的な理由で
　　利用する園児：２０人

預かり保育の申し込みに関する詳しい内容は「広報いかるが１０月１日号」、町ホームページでお知らせします。
また、町立幼稚園の次年度入園申し込みは、例年８月でしたが、令和３年度入園分から１０月に受付を行う
予定です。お間違えのないようご注意ください。
詳しくは、教育委員会事務局総務課へお問い合わせください。

令和３年４月  スタート
教育委員会事務局総務課（☎内線２３４、２３５）

町立幼稚園 預かり保育



介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　（
☎
０
７
４
５

５
６
６
６
、

　
　
　
　
　 

０
７
４
５

４
０
０
０
）

介
護
保
険
制
度
や
高
齢
者
福
祉
の
こ
と
、

高
齢
者
の
健
康
管
理
に
大
切
な
運
動
・
栄

養
・
口
腔
な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
。

講
座
修
了
後
は
町
が
実
施
す
る
介
護
予

防
事
業
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
な
ど
、
高
齢

者
を
対
象
と
し
た
健
康
づ
く
り
に
活
躍
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。

家
族
介
護
支
援
講
座

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　（
☎
０
７
４
５

５
６
６
６
、

　
　
　
　
　 

０
７
４
５

４
０
０
０
）

介
護
が
必
要
な
人
へ
の
介
護
の
ポ
イ
ン

ト
や
介
護
者
の
健
康
づ
く
り
に
つ
い
て
楽

し
く
学
び
ま
す
。

日
時
　
８
月
21
日（
金
）午
後
２
時
〜
３
時

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
２
階
　
会
議
室

内
容
　
高
齢
者
と
薬

　
　
　
〜
飲
み
方
の
基
礎
知
識
〜

対
象
　
家
族
を
介
護
し
て
い
る
人
や
介
護

に
関
心
の
あ
る
人（
介
護
職
の
従
事
者
は

除
く
）

持
物
　
筆
記
用
具

費
用
　
無
料

定
員
　
15
人

申
込
　
８
月
17
日（
月
）ま
で

※

当
日
は
自
宅
で
体
温
を
測
定
し
て
き
て

く
だ
さ
い
。
受
付
で
お
伺
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
ス
ク
着
用
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
２
階
　
会
議
室

対
象
　
町
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

持
物
　
筆
記
用
具

費
用
　
無
料

定
員
　
15
人

申
込
　
８
月
14
日（
金
）ま
で

3
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　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために中止し
ていた教室を、下記のとおり再開します。しかし、通常
どおりの開催ではなく、すべての教室に定員を設けた事
前申込制とします。みなさんのご協力をお願いします。
　詳しくは地域包括支援センターへお問い合わせください。
対象　町在住の 65 歳以上の人
申込・問合せ　地域包括支援センター

（☎0745-75-4000 ・ 0745-74-5666）

お互いに感染しない・させないために（お願い）
・事前申込制としますので、前日までに電話でお申し込みく

ださい。（申し込みのない人は当日参加できません）
・自宅で体温を測定してきてください。当日受付でお伺い

します。（37.5℃以上ある人は参加できません）
・体調の変化（体のだるさ、咳、のどの痛み、頭痛、息苦

しさなど）がある人は、参加を中止しましょう。
・マスクを着用しましょう。
・手指消毒にご協力をお願いします。

チャレンジ介護予防 !各種教室を再開します

=健康マイレージポイント対象事業です

日　程 時　間 場　所 内　容 持ち物 定員 申　込

室
教
動
運

8月  3日(月)
8月17日(月)
8月24日(月)
8月31日(月)

※Ａ・Ｂコースはありません。
上記の日程からご希望日を
一回利用していただけます。

午後2時～3時

事前に検温・血圧測定
を済ませてください

生き生きプラザ
斑鳩１階
機能回復訓練
コーナー

ストレッチなど
の運動

タオル、飲み物、
介護予防手帳
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

各30人
(先着順)

室
教
善
改
養
栄

8月27日(木) 午前10時～11時 生き生きプラザ
斑鳩２階会議室

低栄養を防ぐ、食生
活のコツについて楽
しく学びましょう。

筆記用具 15人
(先着順)

前日までに
電話でお申し
込みください

8月24日(月) 午前10時～11時 西公民館
集会室1・2 ストレッチや

体操をして
心も体もリフ
レッシュしま
しょう。

タオル、飲み物、
介護予防手帳
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

各20人
(先着順)8月25日(火) 午後2時～3時 東公民館

集会室1・2

8月26日(水) 午前10時～11時 法隆寺五丁地
区地域交流館

8月19日(水)
午後１時30分～２時30分

8月26日(水)
午後１時30分～２時30分

9月  2日(水)
午後１時30分～３時

9月  9日(水)
午後１時30分～３時

介護保険制度・高齢者福祉

加齢に伴う口腔機能の変化

低栄養予防

筋力低下を防ぐ方法

日　時 内　容

広報いかるがお知らせ版 7 月号
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催

　
　し
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ピ
ッ
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お
知
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せ

お
知
ら
せ

資
源
に
カ
エ
ル
宝
箱
を

　
　
　ご
利
用
く
だ
さ
い

　
　
　
環
境
対
策
課（
☎
内
線
１
３
３
）

資
源
に
カ
エ
ル
宝
箱
は
、公
共
施
設
に
設

置
し
て
い
る
古
紙
類
専
用
の
回
収
箱
で
す
。

古
紙
類
は
、資
源
物
と
し
て
地
域
の
子
ど

も
会
や
自
治
会
な
ど
で
集
団
回
収
を
実
施

し
て
い
ま
す
が
、地
域
の
回
収
日
が
わ
か
ら

な
い
、地
域
の
回
収
時
間
に
出
せ
な
い
場
合

に
は
、公
共
施
設
に
設
置
し
て
い
る「
資
源

に
カ
エ
ル
宝
箱
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

設
置
場
所
　
斑
鳩
町
役
場
、中
央
・
東
・
西

公
民
館
、生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
、ふ
れ

あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
い
き
い
き
の
里
、い

か
る
が
ホ
ー
ル
、西
老
人
憩
の
家

※

各
施
設
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
ト
レ
イ
回

収
ボ
ッ
ク
ス
付
近
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

回
収
で
き
る
も
の

①
新
聞
・
折
込
チ
ラ
シ

②
本
・
雑
誌

③
ダ
ン
ボ
ー
ル

④
雑
が
み（
コ
ピ
ー
用
紙
、
封
筒
、
は
が

き
、メ
モ
用
紙
、お
菓
子
の
箱
な
ど

を
紙
袋
や
紙
箱
に
入
れ
て
ひ
も
で
十

文
字
に
し
ば
る
）

※

種
類
ご
と
に
ひ
も
で
し
ば
る
な
ど
、
宝

箱
内
で
混
ざ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

お
願
い

古
着
・
古
布
の
回
収
に
つ
い
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、

再
生
資
源
の
輸
出
先
国
が
受
け
入
れ
を
停

止
し
て
い
る
た
め
、古
着
を
扱
う
業
者
で
回

収
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
終
息
す
る
ま
で
、
古
着
・
古

布
に
つ
い
て
は
、
ご
家
庭
で
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

情
勢
が
正
常
化
し
、回
収
作
業
が
再
開
す

る
際
に
は
、広
報
紙
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

資源にカエル宝箱写真

不
燃
ご
み
の
出
し
方

　
　
　
環
境
対
策
課（
☎
内
線
１
３
４
）

最
近
、
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
不

燃
ご
み
が
出
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。

ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
不
燃
ご
み

の
出
し
方
に
つ
い
て
、
主
な
例
を
紹
介
し

ま
す
の
で
、
ご
み
を
出
す
時
は
ル
ー
ル
に

従
っ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
ご
み
袋
か
ら
は
み
出
し
て
い
る

不
燃
ご
み
は
、
指
定
袋
か
ら
は
み
出

さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

②
ゴ
ル
フ
バ
ッ
ク
な
ど
、
袋
に
入
ら
な
い

長
い
も
の
を
、
２
つ
の
袋
で
上
下
に
挟

む
よ
う
に
し
て
出
さ
れ
て
い
る

１
つ
の
指
定
袋
で
入
ら
な
い
場
合
は
、

粗
大
ご
み
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

③
粗
大
ご
み
な
ど
に
、
不
燃
ご
み
指
定
袋

を
貼
り
付
け
て
出
さ
れ
て
い
る

指
定
袋
に
入
ら
な
い
場
合
は
、
粗
大

ご
み
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

粗
大
ご
み
は
、
粗
大
ご
み
処
理
予
約
事

務
所
へ
電
話
予
約
の
う
え
、
軒
先
収
集

し
て
い
た
だ
く
か
、
衛
生
処
理
場
へ
直

接
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
別
途
、
処
理
手
数
料
が
必
要
で
す
）

粗
大
ご
み
処
理
予
約
事
務
所

（
☎・
f
a
x  
０
７
４
５

３
６
６
３
）

衛
生
処
理
場

　（
幸
前
２
丁
目
８
番
９
号
）

　
　
　（
☎
０
７
４
５

２
３
７
１
）

④
枝
葉
・
草
類
の
町
指
定
袋
に
、ま
な
板
な

ど
の
加
工
木
材
が
入
れ
ら
れ
て
い
る

ま
な
板
な
ど
の
加
工
木
材
は
、
不
燃

ご
み
で
す
。
枝
葉
・
草
類
の
町
指
定
袋

に
は
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

⑤
持
つ
と
破
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
重
い
ご

み
が
入
っ
て
い
る

指
定
袋
が
破
れ
て
し
ま
う
場
合
は
収

集
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
は
、
指
定

袋
が
破
れ
な
い
程
度
に
分
け
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

⑥
有
害
・
危
険
な
ご
み
が
混
ざ
っ
て
い
る

電
池
・
ラ
イ
タ
ー
・
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ

用
ガ
ス
缶
な
ど
は
有
害
・
危
険
な
ご
み

に
な
り
ま
す
。い
ず
れ
も
収
集
中
な
ど
に

発
火
し
、火
災
事
故
に
つ
な
が
る
た
め
、

と
て
も
危
険
な
も
の
で
す
。

　ルールが守られていない
場合は、収集できません。
その場合は、「ルール違反ご
み」のシールを貼りますので、
一旦持ち帰り、正しい方法で
出してください。
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発
達
障
害
に
か
か
る
巡
回
相
談
の
実
施

　
福
祉
子
ど
も
課
（
☎
内
線
１
２
５
）

発
達
障
害
に
つ
い
て
心
配
・
不
安
の
あ

る
人
や
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。（
大
人
の
発
達
障
害
も
対
象
）

「
奈
良
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

で
ぃ
あ
ー
」
の
専
門
職
の
職
員
も
交
え
て
、

お
話
を
お
聞
き
し
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。（
要
事
前
予
約
）

巡
回
相
談
日
　
８
月
25
日（
火
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

場
所
　
役
場
内
会
議
室

申
込
　
福
祉
子
ど
も
課
窓
口
ま
た
は
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み

の
際
に
簡
単
な
聞
き
取
り
と
、
巡
回
相

談
の
時
間
の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
相
談
枠
が
定
員
と
な
っ
た
時

点
で
受
付
を
終
了
し
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

車
椅
子
昇
降
用
リ
フ
ト
付
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

福
祉
子
ど
も
課
（
☎
内
線
１
２
２
）

斑
鳩
町
で
は
、
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る

人
の
社
会
参
加
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
目

的
と
す
る
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
車
椅

子
昇
降
用
リ
フ
ト
付
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
運

行
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
団
体

町
在
住
の
人
で
構
成
さ
れ
る
次
の
団
体

①
60
歳
以
上
の
高
齢
者
団
体

②
障
害
者
団
体
　

③
福
祉
団
体

運
行
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分
（
年

末
年
始
を
除
く
）

費
用
　
無
料
（
た
だ
し
、
有
料
道
路
通
行

料
・
駐
車
料
・
運
行
範
囲
が
生
駒
郡
外

と
な
る
場
合
の
燃
料
費
・
運
転
手
の
宿

泊
費
は
利
用
者
負
担
）

申
込
　
利
用
日
の
２
か
月
前
〜
１
か
月
前

の
間
に
、
社
会
福
祉
協
議
会
へ
必
要
書

類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

そ
の
他
、
運
行
範
囲
、
利
用
人
数
な
ど

の
制
限
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
社
会
福
祉
協
議
会

（
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
内
）

（
☎
０
７
４
５

５
１
２
２
）

広報いかるがお知らせ版 7 月号

ご
存
知
で
す
か
？

　
　
　「ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」

　
福
祉
子
ど
も
課
（
☎
内
線
１
２
７
）

障
害
者
や
病
気
の
人
は
、
外
見
か
ら
は

わ
か
ら
な
く
て
も
援
助
や
配
慮
を
必
要
と

し
て
い
る
場
面
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
、
援
助
や
配
慮
を
必

要
と
し
て
い
る
人
が
、
周
囲
の
人
に
援
助

や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら

せ
る
こ
と
で
、
援
助
を
得
や
す
く
な
る
よ

う
作
成
さ
れ
た
マ
ー
ク
で
す
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
身
に
付
け
た
人
を
見

か
け
た
場
合
に
は
、
電
車
・
バ
ス
内
で
席

を
譲
る
、
声
掛
け
を
す
る
、
災
害
時
で
の

避
難
の
支
援
な
ど
、
思
い
や
り
の
あ
る
行

動
を
お
願
い
し
ま
す
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
役
場
で
配
布
し
て
い

ま
す
。
配
布
を
希
望
す
る
人
は
、
福
祉
子

ど
も
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
　

○
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
配
布
対
象

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持
者

・
療
育
手
帳
の
所
持
者

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者

・
難
病
患
者

・
妊
産
婦

・
そ
の
他
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
す
る
人

【
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
身
に
着
け
た
人
を

見
か
け
た
ら
】

○
電
車
・
バ
ス
の
な
か
で
は
席
を
お
譲
り

く
だ
さ
い

外
見
で
は
健
康
に
見
え
て
も
疲
れ
や

す
か
っ
た
り
、
つ
か
ま
り
立
ち
の
姿
勢

を
保
つ
こ
と
が
困
難
な
人
も
い
ま
す
。

○
駅
な
ど
で
声
を
掛
け
る
な
ど
の
配
慮
を

お
願
い
し
ま
す

交
通
機
関
の
事
故
な
ど
、
突
発
的
な

出
来
事
に
対
し
て
臨
機
応
変
に
対
応
す

る
こ
と
が
困
難
な
人
も
い
ま
す
。

○
災
害
時
は
安
全
に
避
難
す
る
た
め
の
支

援
を
お
願
い
し
ま
す

視
覚
障
害
や
聴
覚
障
害
の
あ
る
人
は
、

情
報
の
入
手
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
体
が
不
自
由
な
人
は
自
力

で
の
迅
速
な
避
難
が
困
難
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付

　
国
保
医
療
課

（
☎
内
線
１
１
２
・
１
１
４
）

令
和
２
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
お
よ

び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
、

金
額
を
決
定
し
、
納
税
通
知
書
を
７
月
中

旬
に
一
斉
発
送
し
ま
し
た
。

口
座
振
替
ま
た
は
特
別
徴
収（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）に
よ
り
納
付
し
て
い
る
人
は
、

各
納
期
に
引
き
落
と
し
ま
た
は
天
引
き
し

ま
す
。

納
付
書
に
よ
り
納
付
し
て
い
る
人
は
、同

封
の
納
付
書
で
各
納
期
ま
で
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
減
免

　
国
保
医
療
課

（
☎
内
線
１
１
２
・
１
１
４
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
次
の
要
件
を
満
た
す
人
は
保
険

税（
料
）が
減
免
に
な
り
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
人
】

（
１
）新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

り
、主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
、ま
た

は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
の
人 

↓
保
険
税（
料
）を
全
額
免
除

（
２
）新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収

入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
の
人
で
、

次
の
①
〜
③
の
全
て
に
該
当
す
る
人

 

　
　
↓
保
険
税（
料
）の
一
部
減
額

一
部
減
額
の
要
件

主
た
る
生
計
維
持
者
に
つ
い
て

①
令
和
２
年
の
事
業
収
入
、不
動
産
収
入
、

山
林
収
入
ま
た
は
給
与
収
入
の
い
ず
れ

か
が
、
令
和
元
年
に
比
べ
て
10
分
の
３

以
上
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

②
令
和
元
年
の
所
得
の
合
計
額
が
１
，０
０

０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
減
少
見
込
み
の
事
業
収
入
等
に
係
る
所

※

主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
等
の
廃
止

や
失
業
の
場
合
に
は
、対
象
保
険
税（
料
）

保
険
税（
料
）の
年
金
天
引
き

国
民
健
康
保
険
税（
被
保
険
者
全
員
が
65

歳
以
上
75
歳
未
満
の
場
合
）お
よ
び
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
納
付
す

る
人
が
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給

し
て
い
る
場
合
、
原
則
と
し
て「
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）」と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希

望
す
る
人
は
、
指
定
の
口
座
か
ら
の
「
口

座
振
替
」
に
変
更
が
可
能
で
す
。

納
付
方
法
を「
特
別
徴
収
」か
ら「
口
座
振

替
」に
変
更
を
希
望
す
る
人
は
、７
月
末
ま

で
に
申
し
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、国

保
医
療
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

の
全
部
を
免
除
し
ま
す
。

※

特
例
対
象
被
保
険
者
等
（
非
自
発
的
失

業
者
）
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
給
与
所

得
を
１
０
０
分
の
３
０
と
み
な
し
て
軽

減
を
行
う
こ
と
か
ら
、
今
回
の
減
免
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

主
た
る
生
計
維
持
者
は
、
国
民
健
康
保

険
の
場
合
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他

所
定
の
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し

て
国
保
医
療
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
郵
送
可
）（
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

 

・
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

の
人
・・・
医
師
に
よ
る
死
亡
診
断
書
等

 

・
事
業
等
の
廃
止
や
失
業
と
な
っ
た
人
・・・

廃
業
届
、失
業
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類

 

・
収
入
が
減
少
し
た
人
・・・
昨
年
の
収
入

が
わ
か
る
も
の（
給
与
明
細
や
確
定
申
告

書
の
控
え
な
ど
）、令
和
２
年
１
月
か
ら

申
請
月
ま
で
の
期
間
の
収
入
が
わ
か
る

書
類（
給
与
明
細
や
帳
簿
等
の
写
し
）

 所得合計額   減免割合（Ｄ）

 300万円以下 10分の10

 400万円以下 10分の8

 550万円以下 10分の6

 750万円以下 10分の4

 1000万円以下 10分の2

得
以
外
の
令
和
元
年
の
所
得
の
合
計
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

減
免
額

保
険
税（
料
）の
減
免
額
は
、
対
象
保
険

税（
料
）額（
Ａ×

Ｂ
÷
Ｃ
）に
、
減
免
割

合（
Ｄ
）を
か
け
た
金
額
で
す
。

（
Ａ
）保
険
税（
料
）額 

（
Ｂ
）主
た
る
生
計
維
持
者
の
減
少
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
収
入
等
に
係
る
令

和
元
年
の
所
得
金
額

（
Ｃ
）主
た
る
生
計
維
持
者
及
び
被
保
険
者

全
員
に
つ
き
算
定
し
た
令
和
元
年
の

合
計
所
得
金
額

（
Ｄ
）主
た
る
生
計
維
持
者
の
令
和
元
年
に

お
け
る
所
得
合
計
額
に
応
じ
た
減
免

割
合（
別
表
参
照
）

（別表）
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国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
お
よ
び

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

国
保
医
療
課（
☎
内
線
１
１
４・
１
１
５
）

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
交
付
し

て
い
る「
高
齢
受
給
者
証
」お
よ
び
高
額
療

養
費
の「
限
度
額
適
用
認
定
証
」の
有
効
期

限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
７
月
末
ま
で
と
な
り
ま

す
。
更
新
手
続
お
よ
び
交
付
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

70
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
人
に
交
付
し
て

い
る
「
高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効
期
間
は
、

毎
年
８
月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月
31
日
ま

で
で
す
。

令
和
２
年
８
月
１
日
以
降
の
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
は
、
７
月
中
に
対
象
者
に
郵

送
し
ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

８
月
以
降
は
、届
い
た
新
し
い
高
齢
受
給

者
証
を
病
院
な
ど
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※

高
齢
受
給
者
証
の
自
己
負
担
割
合
は
、

前
年
の
所
得
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

○
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

入
院
な
ど
に
よ
り
医
療
費
が
高
額
に
な

る
場
合
に
、病
院
な
ど
で
の
医
療
費
の
支
払

い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
す
る「
限
度

額
適
用
認
定
証
」お
よ
び「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の
有
効
期
間
は
、

８
月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

令
和
２
年
８
月
１
日
以
降
の
認
定
証
が

必
要
な
人
は
、国
保
医
療
課
窓
口
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。（
認
定
証
を
必
要
と
し
な
い

人
は
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

申
請
期
間
　
８
月
１
日
以
降
随
時

持
物
　
保
険
証
、印
か
ん
、個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
確
認
で
き
る
も
の

※

自
己
負
担
限
度
額
は
世
帯
の
前
年
の
所

得
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
は
、
所
得
状

況
に
よ
り
高
齢
受
給
者
証
で
所
得
区
分

を
確
認
で
き
る
た
め
、
認
定
証
の
提
示

が
必
要
で
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

町
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

　
　
　
　
　
税
務
課（
☎
内
線
１
５
６
）

　
　
　
国
保
医
療
課（
☎
内
線
１
１
４
）

町
県
民
税（
普
通
徴
収
分
）・
固
定
資
産

税
・
軽
自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税（
普

通
徴
収
分
）を
納
め
て
い
た
だ
く
方
法
と
し

て
、口
座
振
替
制
度
を
利
用
す
る
と
、納
期

ご
と
に
金
融
機
関
な
ど
に
納
め
に
行
く
手

間
が
省
け
、納
め
忘
れ
る
こ
と
も
な
く
便
利

で
す
。

申
込
方
法
　
税
務
課
・国
保
医
療
課
ま
た
は

取
扱
金
融
機
関
に
設
置
し
て
い
る「
斑
鳩

町
町
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」に
必
要
事

項
を
記
入
・
銀
行
印
を
押
印
の
う
え
、役

場
ま
た
は
金
融
機
関
の
窓
口
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

納
期
月
の
前
月
の
10
日
ま
で
に
申
し

込
み
い
た
だ
く
と
、
そ
の
納
期
か
ら
振

替
で
き
ま
す
。

取
扱
金
融
機
関
　
南
都
銀
行
、
三
菱
Ｕ
Ｆ

Ｊ
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
三
井
住
友
銀

行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
関
西
み
ら
い
銀
行
、

奈
良
県
農
業
協
同
組
合
、
大
和
信
用
金

庫
、
奈
良
中
央
信
用
金
庫
、
近
畿
労
働

金
庫
、奈
良
信
用
金
庫
、ゆ
う
ち
ょ
銀
行

振
替
日
　
原
則
と
し
て
各
納
期
月
の
末
日

で
す
。（
た
だ
し
、
12
月
は
25
日
）

振
替
日
が
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
で

金
融
機
関
な
ど
が
休
業
日
の
場
合
は
、翌

営
業
日
に
な
り
ま
す
。

広報いかるがお知らせ版 7 月号

妊娠判定検査費用の
公費負担のお知らせ

保健センター
　（☎0745-70-0001）

経済的負担を軽減し、妊
婦健康診査の未受診を解消
するため、妊娠判定検査費
用を助成します。

対象　町在住で、町民税
非課税世帯の妊娠してい
る可能性のある人

妊娠判定回数
年間２回まで

助成費用
１回上限７,０００円

※事前に申請が必要です。
※詳しくは保健センターへ

お問い合わせください。

  ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

 町　県　民　税   ○  ○  ○   ○  

 固 定 資 産 税 ○   ○     ○  ○ 

 軽 自 動 車 税  ○          

 国民健康保険税    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

月
税目

町 税 納 期 月 一 覧 表

※町県民税、国民健康保険税については普通徴収の納期月を表しています。
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狩
猟
免
許
試
験
お
よ
び
講
習
会

　
　
奈
良
県
猟
友
会

（
☎
０
７
４
２
㉖
８
１
２
５
）

狩
猟
免
許
試
験
の
種
類

①
網
猟
免
許…

網
を
使
用
し
て
狩
猟
す
る
者

②
わ
な
猟
免
許…

わ
な
を
使
用
し
て
狩
猟

す
る
者

③
第
一
種
銃
猟
免
許…

散
弾
銃
、ラ
イ
フ
ル

銃
、空
気
銃
を
使
用
し
て
狩
猟
す
る
者

④
第
二
種
銃
猟
免
許…

空
気
銃
を
使
用
し

て
狩
猟
す
る
者

試
験
日
　
第
１
回
８
月
30
日（
日
）、第
２
回

９
月
27
日（
日
）、第
３
回
12
月
６
日（
日
）

※

各
日
と
も
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※

第
３
回
は
、わ
な
猟
免
許
試
験
の
み
実
施

試
験
内
容

　
適
性
試
験
・
知
識
試
験
・
技
能
試
験

試
験
場
所
　
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

　（
桜
井
市
池
之
内
１
３
０‐

１)

対
象
　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

・
新
た
に
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
、ま
た
は
既
に
受
け
て
い
る
狩
猟
免
許

と
異
な
る
種
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

・
奈
良
県
在
住
で
、申
請
日
時
点
で
満
20

歳
以
上（
網
猟
免
許
、わ
な
猟
免
許
受
験

者
は
満
18
歳
以
上
）の
人

申
請
書
類

　
申
請
書
、医
師
の
診
断
書
、顔
写
真（
６

か
月
以
内
に
撮
影
）、
住
民
票
抄
本

手
数
料

①
既
に
受
け
て
い
る
狩
猟
免
許
と
異
な
る

種
類
の
試
験
を
受
け
る
場
合
　
　

３
，
９
０
０
円

②
①
以
外
で
新
た
に
試
験
を
受
け
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
，
２
０
０
円

狩
猟
免
許
初
心
者
講
習
会
　

日
時
　
第
１
回
８
月
29
日（
土
）、
第
２
回
９

月
26
日（
土
）、第
３
回
12
月
５
日（
土
）

※

第
１
・
２
回
は
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３

時
、第
３
回
は
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
１

時
講
習
料
　

①
既
に
受
け
て
い
る
狩
猟
免
許
と
異
な
る

種
類
の
試
験
を
受
け
る
場
合６

，０
０
０
円

②
①
以
外
で
新
た
に
試
験
を
受
け
る
場
合

１
２
，
０
０
０
円

講
習
場
所
　
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

（
桜
井
市
池
之
内
１
３
０‐

１
）

申
請
期
限
・
申
請
先

　
各
試
験
、
講
習
会
の
10
日
前
ま
で
に
奈

良
県
猟
友
会
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、試
験
や
講
習
当
日
は
マ

ス
ク
を
着
用
し
、発
熱
や
咳
な
ど
の
症
状

が
あ
る
場
合
は
参
加
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
一
般
社
団
法
人
奈
良
県
猟
友
会

（
奈
良
市
内
侍
原
町
６
の
１
）

（
☎
０
７
４
２
㉖
８
１
２
５
）

新
築
、
増
築
な
ど

　
　
　家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　
　
　
　
　
税
務
課
（
☎
内
線
１
５
３
）

令
和
２
年
１
月
１
日
〜
令
和
２
年
12
月

31
日
の
間
に
新
築
、
増
築
な
ど
を
さ
れ
た

家
屋
を
対
象
に
、
固
定
資
産
税
の
算
出
を

す
る
た
め
の
家
屋
調
査
を
順
次
実
施
し
て

い
ま
す
。

調
査
に
伺
う
際
に
は
、
事
前
に
連
絡
の

う
え
、
調
査
の
日
程
等
を
調
整
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

ま
た
、
こ
の
間
に
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ

た
場
合
、
取
り
壊
し
が
完
了
し
た
時
点
で

当
課
に
連
絡
い
た
だ
く
な
ど
、
早
期
の
現

状
把
握
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
職
員
は
「
固
定
資
産
評
価
補
助

員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
不
審

な
場
合
は
提
示
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

ナ
ラ
枯
れ
の
対
策
を

　
　
　
　お
願
い
し
ま
す

建
設
農
林
課
（
☎
内
線
２
２
４
）

斑
鳩
町
内
の
山
林
で
、
夏
な
の
に
樹
木

の
葉
が
赤
く
紅
葉
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は
カ
シ

ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
と
い
う
虫
が
樹
木
を

枯
ら
す
病
原
菌
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
り

引
き
起
こ
さ
れ
る
樹
木
の
伝
染
病
で
す
。

被
害
木
の
特
徴
と
し
て
は
、
葉
が
赤
く

変
色
し
て
い
る
、
幹
に
大
量
の
木
屑
が
発

生
し
て
い
る
、
幹
に
虫
の
開
け
た
穴
が
確

認
で
き
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

被
害
を
受
け
た
樹
木
は
立
ち
枯
れ
を
起

こ
し
て
し
ま
い
、
倒
木
の
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
放
置
し
て
お
く
と
被
害
の

拡
大
に
も
繋
が
り
ま
す
の
で
、
早
期
の
対

策
を
お
願
い
し
ま
す
。

被
害
木
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
斑
鳩
町

ナ
ラ
枯
れ
被
害
防
除
事
業
補
助
金
を
活
用

で
き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
建
設
農
林
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

証明書等コンビニ交付
　　 サービスの一時停止

住民課（☎内線１６１）
　メンテナンス作業に伴い、マイナ
ンバーカードを利用したコンビニ
エンスストアでの各種証明書の交
付サービスを停止します。
ご理解、ご協力をお願いします。
停止期間
　７月23日(祝・木)～26日(日)の終日

7～8月

8月～

9月
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斑
鳩
町
で
は
、「
自
転
車
等
の
放
置
禁
止

区
域
」（
左
図
）を
定
め
、
平
成
９
年
４
月
か

ら
放
置
禁
止
区
域
内
に
と
め
ら
れ
た
自
転

車
等
を
発
見
し
た
場
合
、
即
時
に
撤
去
し

役
場
へ
移
送
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
移

送
し
た
自
転
車
等
を
所
有
者
が
引
き
取
る

場
合
に
は
、
移
送
費
用
と
保
管
費
用
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
マ
ナ
ー
を
守
り
、
斑
鳩

町
を
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
、
自
転

車
等
を
と
め
る
と
き
は
、
必
ず
駐
輪
場
を

利
用
し
ま
し
ょ
う
。

消
費
生
活
相
談
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
の
消
費
生
活

相
談
の
概
要
に
つ
い
て

事
例
１
　
マ
ス
ク
・
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル

な
ど
で
、
品
不
足
や
高
価
格
に
関
す
る

相
談
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
そ
れ

ら
の
商
品
が
届
か
な
い
な
ど
の
相
談
の

ほ
か
、
４
月
以
降
は「
注
文
し
た
覚
え
の
な

い
マ
ス
ク
な
ど
が
届
い
た
」と
い
っ
た
送
り

付
け
商
法
の
相
談
も
み
ら
れ
ま
す
。

　事
例
２
　
大
手
製
薬
会
社
名
を
騙
り
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
治
療
薬
に
関
す
る

書
類
が
届
い
た
。
関
係
が
な
い
と
放
置

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
日
、電
話
で
社
債

の
購
入
代
金
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
た
。

《
消
費
者
の
み
な
さ
ん
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
》

 

・
注
文
し
た
覚
え
の
な
い
商
品
が
届
い
た

ら
、
宅
配
便
な
ら
、
受
け
取
り
や
支
払

い
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
最

近
で
は
国
際
郵
便
で
自
宅
ポ
ス
ト
に
覚

え
の
な
い
封
書
が
入
っ
て
い
た
と
い
う

事
例
も
み
ら
れ
ま
す
。

 
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防

を
理
由
と
し
た
旅
行
な
ど
の
キ
ャ
ン
セ

ル
料
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
相
談
や
、結

婚
式
場
の
キ
ャ
ン
セ
ル
を
申
し
出
た
と

こ
ろ
、
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
支
払
い
の
代

わ
り
に
日
程
変
更
を
提
案
さ
れ
て
困
っ

た
と
い
う
相
談
も
あ
り
ま
す
。
解
約
に

関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
よ

り
対
応
が
違
う
た
め
、
利
用
規
約
な
ど

で
解
約
条
件
や
キ
ャ
ン
セ
ル
料
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

 

・
不
審
に
思
っ
た
場
合
や
、ト
ラ
ブ
ル
に
あ

っ
た
場
合
は
、消
費
生
活
相
談
窓
口
な
ど

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。今
後
、新
た
な
手
口

の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
　
少
し
で
も
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

自
転
車
等
の
放
置
禁
止

　
　
　
環
境
対
策
課（
☎
内
線
１
３
３
）

夏
休
み
が
近
づ
き
、
旅
行
や
お
出
か
け

の
た
め
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
へ
自
転
車
や
単
車

な
ど
を
利
用
し
て
行
く
人
も
多
く
な
り
ま

す
。
そ
の
際
に
、「
あ
の
電
車
に
乗
ら
な

い
と
間
に
あ
わ
な
い
・
・
・
」「
ち
ょ
っ
と

の
間
だ
け
だ
か
ら
・
・
・
」
と
、
自
転
車

等
を
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
周
辺
の
道
路
や
公
共

の
場
所
に
放
置
す
る
と
、
歩
行
者
は
も
ち

ろ
ん
、
車
い
す
や
緊
急
車
両
の
通
行
の
妨

げ
と
な
り
、
町
の
美
観
も
損
な
わ
れ
ま
す
。

※放置禁止区域外であっても、自転車等を
　放置しておくと移送の対象となります。

広報いかるがお知らせ版 7 月号

自転車等放置禁止区域図

至法隆寺

至大和高田

ＪＲ法隆寺駅周辺

困
っ
た
時
は
・
・

　
消
費
生
活
相
談
日

毎
週
木
曜
日
　
午
後
１
時
〜
４
時

た
だ
し
、
第
４
木
曜
日
は
午
前
９
時
〜

正
午
・
午
後
１
時
〜
４
時

※

月
に
よ
り
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
い
日
程
は
、
７
月
号
広
報
の
相
談

日
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

住
民
課
（
☎
内
線
１
６
３
）
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水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　
上
下
水
道
課（
上
水
道
）

（
☎
０
７
４
５

１
４
０
１
）

上
下
水
道
課
で
は
、有
効
期
間
が
満
了
を

迎
え
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
無
料
で
交
換
し

て
い
ま
す
。来
月
は
左
記
の
と
お
り
作
業
を

行
い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
り
替
え
期
間
　

８
月
12
日（
水
）〜
25
日（
火
）

取
り
替
え
地
区
　
興
留
１
丁
目
、
法
隆
寺

１
・
２
丁
目
、法
隆
寺
南
１
丁
目
、法
隆

寺
西
１
〜
３
丁
目
、大
字
法
隆
寺

（
対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
事
前
に「
メ

ー
タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ
」を
送
付

し
ま
す
）

委
託
業
者
　
関
西
水
道
用
品（
株
）

令
和
２
年
度
慰
霊
巡
拝
の
実
施

奈
良
県
福
祉
医
療
部
地
域
福
祉
課
総
務・

援
護
係（
☎
０
７
４
２
㉗
８
５
０
９
）

こ
の
事
業
は
、厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を

受
け
実
施
し
て
い
ま
す
。先
の
大
戦
で
父
等

を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し

て
、父
等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、慰

霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、同
地
域
の
住
民

と
友
好
親
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

日
程
、参
加
費
な
ど
の
詳
細
は
、奈
良
県

福
祉
医
療
部
地
域
福
祉
課
総
務
・
援
護
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

実
施
地
域
　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、
イ

ル
ク
ー
ツ
ク
州
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国
、

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
・
ユ
ダ
ヤ
自
治
州
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
国
東
北
地
方
（
旧

満
州
地
区
全
域
）、東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

沿
海
地
方
、
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
硫
黄
島

古
い
工
場
や
ビ
ル
を
お
持
ち
の
み
な
さ
ん
へ

環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
３
）

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
）
含
有
電
気
機
器
（
変
圧
器
、
コ
ン
デ

ン
サ
ー
、業
務
用
蛍
光
灯
安
定
器
な
ど
）は
、

使
用
中
で
あ
っ
て
も
、
令
和
３
年
３
月
31

日
ま
で
の
処
分
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ

て
お
り
、
処
分
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
定

め
ら
れ
た
期
間
内
に
処
分
し
な
い
と
罰
則

の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

電
気
室
・
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
や
事
務
所
、
倉
庫

な
ど
を
今
一
度
ご
確
認
い
た
だ
き
、
万
一
発

見
さ
れ
た
場
合
は
届
出
の
う
え
、適
正
処
分

水質検査の結果をお知らせします
問合せ　上下水道課（上水道）　（☎0745-74-1401）

令和２年５月 21 日実施

上記試験については毎月実施しています。（令和２年 5 月実施・奈良広域水質検査センター組合調べ）

を
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
機
器
を
不
法
投
棄
や
不

適
正
な
方
法
で
処
分
し
た
場
合
は
、
法
律

に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、環
境
対
策
課
ま
た
は
奈
良
県

水
循
環
・
森
林
・
景
観
環
境
部
　
廃
棄
物
対

策
課
　
産
業
廃
棄
物
第
二
係（
☎
０
７
４
２

㉗
８
７
４
７
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

検査項目

水　　質　　試　　験　　成　　績　　書

採水場所
水質基準

三井浄水系  
管末給水栓

第一浄水系
管末給水栓

北部配水系
管末給水栓

高　安
１丁目 白石畑 小吉田

２丁目
神　南
５丁目

一般細菌
（CFU／㎖）

1㎖中100CFU
以下であること 0 0 0 0

大腸菌群 検出されないこと 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない

塩素イオン
（ｍｇ／ℓ）

200ｍｇ／ℓ以下
であること 53.7 56.9 26.9 18.1

有機物（ｍｇ／ℓ） 3ｍｇ／ℓ以下
であること 0.3 0.3 0.9 0.9

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

ｐＨ値 5.8 以上8.6 以下
であること 7.9 8.1 7.5 7.5

色度（度） ５度以下であること 0.5 未満 0.5 未満 0.8 0.5 未満
濁度（度） ２度以下であること 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満

判　　　　　　定 上記水質項目については水質基準に適合する



11

催

　
　し

ト
ピ
ッ
ク
ス

募

　
　集

お
知
ら
せ

催

　
　し

ト
ピ
ッ
ク
ス

募

　
　集

お
知
ら
せ

※ 「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（１）を合わせて11（毎月11日
は人権を確かめあう日）という意味です。

1234

新型コロナウイルス感染症に
関連した法務大臣メッセージ

広報いかるがお知らせ版 7 月号

法務省の人権擁護機関では，新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、
偏見、いじめ等の被害にあった人からの人権相談を受け付けています。困った
時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。

新型コロナウイルス感染症に関連して、
感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する

誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
　

法務大臣メッセージは、YouTube 法務省チャンネル
（https://youtu.be/RYS00qCxo-0）をご覧ください。



固定資産税（第２期分）
　　税務課（☎内線１５３）
国民健康保険税（第１期分）
後期高齢者医療保険料（第１期分）
　　国保医療課（☎内線１１４）
介護保険料（第１期分）
　　長寿福祉課（☎内線１２６）

<７月の納期限>

役場東側駐車場
10:00～12:00、
13:00～16:00
保健センター
（☎０７４５-７０-０００１）

12

○所 開催場所 ○時 開催時間 ○問 問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事は変更される場合がありますのでご了承ください。

この「広報いかるがお知らせ版」は毎月15日を挟む前後3日間で、町内全家庭に直接
お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
編集・発行：総務課（☎内線273）

行  事  予  定
7月
22日（水）

7月
31日（金）

献血バスがきます 8月
4日（火）

行政相談
○時 13:00～16:00　
○問住民課（☎内線１６３）

○所
○時

○問

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換
　気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめ
　に調整
・暑い日や時間帯は無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は
　特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給
・1日あたり１.２リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

４ 日頃から健康管理をしましょう
・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず
　自宅で静養

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と
　感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確
　保できる場合には、マスクをはずす
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業
　や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとっ
　た上で、適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

熱中症にご注意ください！

（出典）環境省・厚生労働省「令和２年度の熱中症予防行動」より

○問

○問

○問

広報いかるがお知らせ版 7 月号


